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D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｈ２－３１ 避雷器 
 

D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－３１ 全 避雷器 

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－１１００ 電線又は電気ケーブル 

Ｈ１－３１４ 接地棒等 

Ｈ２－４７ 避雷用導体据付け具 
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

避雷器 電話用保安器 異常電圧吸収器 

避雷突針 サージノイズ吸収器  
D-CLASS8 

定義 

 電気機器を異常電圧から保護するために使用する避雷機器全般を分類する。テレビ信号用保安器を含

む。避雷針とは、突針部、避雷導線及び接地極からなる避雷設備で、落撃によって生ずる火災、破損等の

危険を防止する装置の総称。 

 
   登録 1173466 号             登録 1172811 号          登録.1044491 号             登録 9918958 号 
    「避雷器」                  「保安器」              「絶縁台付避雷設備用突針」       「サージ吸収器」 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

避雷導体は、Ｈ１－１１００に分類する。 

導体支持金具は、Ｈ２－４７に分類する。 

接地金具は、Ｈ１－３１４に分類する。 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

着火・点灯用の各種スイッチング用放電管（Ｈ１－７６）としても機能する避雷器は、実質的に同一物品で

あっても願書に記載された物品の区分に従って付与する。 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

テレビ信号用保安器 避雷がいし アークホーン 

電源用保安器 過電圧低減用直列抵抗器 分電盤用避雷器 

 


